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太田市建設工事等請負業者選定要領

（目的）

第１条 この要領は、太田市総務部契約検査課が所掌する建設工事及び設計、調査及び測

量並びに造園関連業務委託（以下「建設関連業務委託」という。）の指名業者の選定及び

一般競争入札における入札参加資格要件の設定（以下「業者の選定等」）という。）につ

いて、必要な事項を定めることを目的とする。

（業者の選定等に関わる審査）

第２条 業者の選定等については、太田市契約規則（平成１７年３月２８日太田市規則第

７５号。）（以下「規則」という。）第２条で規定する資格を有する者（以下「有資格

者」という。）の中から太田市入札審査委員会設置要綱（平成１８年１１月２９日太田

市制定）に基づく太田市入札審査委員会（以下「入札審査委員会」という。）の審査を

経て行うものとする。

（建設工事の等級格付けの審査）

第３条 建設工事の業者の選定等を行うために、経営事項審査制度による経営規模等評価

結果通知書及び総合評定値通知書の総合評定値（Ｐ点）（以下「客観数値」という。）

に、入札審査委員会により決定する本市独自の評価項目に基づく発注者別評価点（以下

「主観数値」という。）を加算した評価点（以下「総合数値」という。）により等級格

付けを行うものとする。

２ 前項に規定する等級格付けは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、舗

装工事業、造園工事業及び水道施設工事業（以下「７工事業」という。）について行う

ものとする。

３ 第１項における主観数値の評点方法は、別表１のとおりとする。また、主観数値にお

ける工事検査平均評点の評価は、別表２のとおりとする。

（等級格付けの基準）

第４条 前条における等級格付けの基準は、別表３のとおりとする。

２ 前条における審査の基準日は、規則第２条に規定する資格の審査を行う年の１月１日

（以下「審査基準日」という。）とする。

（等級格付けの決定）

第４条の２ 入札参加資格申請を行った者について、その者の入札参加を希望する工事種

別ごとに第３条により審査し、前条における基準により審査基準日の属する年の４月１

日に等級格付けを決定するものとする。

２ 等級格付け決定日以降に入札参加資格申請を行った者（以下「随時申請者」という。）

については、原則として主観数値を加算しないものとする。この場合において、随時申

請者については、客観数値をもって総合数値とし、前条における基準により資格を得た

月の１日に等級格付けを決定するものとする。

３ 第１項及び第２項により等級格付けを決定したときは、その結果を公表するものとす

る。
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（等級格付けの再審査）

第４条の３ 前条の規定により等級格付けの決定を受けた者については、その者の入札参

加資格の有効期間が満了する日の１年前までの間に、第３条による審査（以下「再審査」

という。）を行うものとする。この場合において、再審査における審査基準日は、規則第

２条に規定する資格の審査を行う年の翌年（以下「再審査年」という。）の１月１日とし、

再審査年の４月１日に等級格付けを決定するものとする。

（等級区分別発注標準額運用基準）

第５条 第３条第２項における７工事業の等級区分別発注標準額は、市長が別に定める。

２ 前項の規定にかかわらず、特殊な技術を要する工事又は本市における発注状況その他

特別な理由があると認められる場合は、この限りではない。

３ 等級区分のない建設工事の業者の選定等については、予定価格及び工事の難易度並び

に総合数値等を考慮し、業者の選定等を行うものとする。

（地域要件の基準）

第６条 本社又は本店の所在地並びに入札契約等に関わる権限を委任された支店又は営業

所の所在地により業者の選定等を行う基準は、別表４のとおりとする。

（入札条件の設定）

第７条 一般競争入札において、工事（建設関連業務委託においては、「業務」と読み替え

る。以下同じ。）の特殊性による入札参加条件を設定する必要がある場合、当該案件の契

約事務を所管する者（以下「契約担当者」という。）は、当該案件の設計業務を担当する

者（以下「設計担当者」という。）と協議のうえ、次の各号に留意し、工事実績若しくは

近接工事条件又は技術者配置などの条件を設定することができる。

⑴ 本市発注状況

⑵ 有資格者の受注状況

⑶ 近接工事の有無

⑷ 地理的条件

⑸ 技術的適正

⑹ 工事の難易度

（指名業者の選定）

第８条 契約担当者は、指名競争入札における業者の選定（以下「指名」という。）につい

ては、次の各号に留意し、総合的に判断し、指名が特定の業者に偏ることがないよう留

意しなければならない。

⑴ 贈賄及び不正行為等による入札参加資格停止の有無及びその他現況の信用状態

⑵ 太田市暴力団排除条例（平成２４年７月１日制定）第６条第１項及び第４項の規定

による措置の状況

⑶ 太田市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱第４条第２項で規定する誓約書提

出の有無

⑷ 適正な資格を有する技術者の配置の可否

⑸ 手持ち工事又は業務の状況
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⑹ 工事の規模、難易度

⑺ 該当地域内の営業拠点の存在又は該当地域における施工実績

⑻ 過去の同種又は類似工事又は業務の施工実績

⑼ 公共工事及び一般工事に対する工事成績の状況

⑽ 工事現場に対する安全管理の状況

⑾ 従業員に対する労働福祉の状況

⑿ 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号及び第４号に規定する親会社と子

会社の関係又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

⒀ 一方の会社の会社法人上の役員（以下「役員」という。）が他方の会社の役員の過

半数を兼ねている場合又は一方の会社の代表権のある役員が他方の会社の役員を兼ね

ている場合

（指名業者の数）

第９条 前条に基づき指名するときは、次の各号に応じた業者を指名するものとする。た

だし、特別の理由がある場合はこれを減ずることができるものとする。

⑴ 予定価格１０，０００万円以上は、１０者以上

⑵ 予定価格５，０００万円以上は、８者以上

⑶ 予定価格３，０００万円以上は、７者以上

⑷ 予定価格１，０００万円以上は、６者以上

⑸ 予定価格５００万円以上は、５者以上

⑹ 予定価格３００万円以上は、４者以上

⑺ 予定価格３００万円未満は、３者以上

（指名業者の選定の特例）

第１０条 契約担当者は、指名にあたり、次のいずれかに該当する場合には、入札参加資

格者以外の者を指名することができる。この場合において、入札参加資格者以外の者に

ついては、入札参加資格審査に準ずる方法により資格審査を行わなければならない。

⑴ 特殊な工法及び技術並びに特殊な機械器具又は生産設備を必要とする場合

⑵ その他特別の理由があると認めた場合

（一般競争入札に参加できない業者）

第１１条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。

⑴ 太田市入札参加資格停止措置要領（平成２５年４月１日太田市制定）に基づく入札

参加資格停止期間中である者

⑵ 太田市暴力団排除条例（平成２４年７月１日制定）第６条第１項及び第４項の規定

による措置を受けている者

⑶ 主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である者

⑷ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項による営業停止処分期間中

の者

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の１１で準用される施行令第１６７条の４第１項に該当する者及び市の発注する工

事で同条第２項各号のいずれかに該当する行為があった者
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⑹ 市の発注する工事で、労働基準監督署から、安全管理の改善に関する指導があり、

これに対する改善を行わない状態が継続している者

⑺ 市の発注する工事で、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等契約関係につ

いて、関係行政機関等の情報から不適当であると認められた者

⑻ 労働基準局等から、労働関係等の問題について通報があり、これに対する改善を行

わない状態が継続している者

⑼ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続き開始の申し立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始

の申し立てがなされている者（手続開始決定後、競争入札参加資格の再認定を受けた

者を除く。）

（資本関係又は人的関係がある場合の入札参加制限）

第１２条 次の各号に該当する者は同一の入札に参加することができないものとする。

⑴ 会社法（平成 17年法律第 86号）第 2条第 3号及び第 4号に規定する親会社と子会社の
関係にある場合又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合のいずれかに該当す

る者

⑵ 一方の会社の会社法人上の役員（以下「役員」という。）が他方の会社の役員の過半数

を兼ねている場合又は一方の会社の代表権のある役員が他方の会社の役員を兼ねている場

合のいずれかに該当する者

（準用）

第１３条 この要領は、次の各号に該当する場合に準用する。

⑴ 市が発注する工事に係わる特定共同企業体の選定等

⑵ 契約検査課所掌以外の工事における業者の選定等

（その他）

第１４条 この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。

附 則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年２月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成３０年２月１日から施行する。
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附 則

この要領は、平成３１年２月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和４年２月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和６年２月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和７年２月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和８年２月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和８年４月１日から施行する。
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別表１（第３条関係）

建設工事における格付け主観数値の評点方法

主 観 項 目 配点 評点方法

障がい者雇用状況 ＋５

審査基準日において、法定義務事業者（障害

者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年

法律第１２３号）（以下、「障害者雇用促進法」

という。）に基づく障害者雇用を義務付けられ

ている者）で同法施行令に規定する法定雇用

率を達成している場合、又は非法定義務事業

者（障害者雇用促進法に基づく障害者雇用を

義務付けられていない者）で１人以上の障害

者を雇用している場合

災害協定等の締結 ＋１０

等級格付における主観項目に係る認定申請

（以下「認定申請」という。）により、審査基

準日の属する年の２月１日（以下「申請基準

日」という。）において、市内に本店を有する

事業者（個人事業主を含む）のうち、太田市

との間で締結された災害協定等の締結がある

場合

災害協定に基づく緊急出動、又は、

配水本管緊急漏水修繕業者への登録
＋１０

認定申請により、申請基準日の前日から過去

２年間において、市内に本店を有する事業者

（個人事業主を含む）のうち、会社として、

災害協定に基づく緊急出動の実績がある、又

は、群馬東部水道企業団の水道事業における

配水本管緊急漏水修繕業者への登録がある場

合

ボランティア実績

又は、地域貢献実績

＋５

又は

＋１０

認定申請により、申請基準日の前日から過去

２年間において、市内に本店を有する事業者

（個人事業主を含む）のうち、会社として、

ボランティアを実施した場合、又は、社会貢

献の実績がある場合

①清掃などの労務的なボランティアを行った

回数が1回の場合5点を加点、2回以上の場合

10点を加点する。

②太田市に対し行った地域貢献が、太田市功

労者及び徳行者表彰規則第５条の規定による

表彰者及び同表彰に相当する社会貢献である

場合10点を加点する。
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優良工事表彰受賞

優良工事表彰 ＋２０

審査基準日の属する年度（以下「審査基準年

度」という。）において、優良工事表彰の受

賞者について、受賞工事の工種に加点する。

なお、受賞者が共同企業体の場合は、その構

成員それぞれが受賞したものとみなす。

特別表彰 ＋５０

審査基準年度において、特別表彰【過去５年

間連続して優良工事の対象として選出された

工事の請負人】の受賞者について、受賞年度

の最高点工事の工種に加点する。

工事検査平均評点の評価

０

～

＋５０

審査基準年度の前年度における工事検査評点

について、工種ごとの平均点により別表２に

基づき加点する。

公共工事への貢献 ＋１０

審査基準年度の前年度において、本市発注工

事の請負実績がある場合、工種ごとの実績に

応じて加点する。

安全対策への取組み ＋１０

認定申請により、審査基準日において、市内

に本店を有する事業者（個人事業主を含む）

のうち、建設業労働災害防止協会に加入して

いる場合、全ての工種に加点する。

若手・女性技術者の雇用

＋５

又は

＋１０

認定申請により、審査基準日において、若手

技術者（35 歳未満）又は女性技術者を１人雇
用している場合は５点、複数人雇用している

場合は１０点を全ての工種に加点する。

なお、技術者は太田市に提出した技術職員名

簿（太田市様式）に記載のある者を対象とす

る。

太田市入札参加資格停止措置要領（以下

「資格停止措置要領」という。）の規定に

よる措置

※ただし、資格停止措置要領における「不

正又は不誠実な行為」の運用基準に基づく

ペナルティ措置は除く。

－４０ 事故等に基づく措置

申請基準日の前日か

ら過去１年間におい

て、資格停止措置要領

の別表第１による入

札参加資格停止（指名

停止）の措置を受けた

場合
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別表２

工事検査平均評点による主観採点数値の配分

別表３（第４条関係）

－５０
贈賄及び不正行為に

基づく措置

申請基準日の前日か

ら過去１年間におい

て、資格停止措置要領

の別表第２による入

札参加資格停止（指名

停止）の措置を受けた

場合

資格停止措置要領における「不正又は不誠

実な行為」の運用基準に基づくペナルティ

措置

－５
申請基準日の前日から過去１年間において、

「書面による注意」１回につき減点とする。

検査評点 評定 加点

８５点以上
Ａ

+５０

８０点から８５点未満 +４０

７５点から８０点未満 Ｂ +３０

７０点から７５点未満
Ｃ

+２０

６５点から７０点未満 +１０

６０点から６５点未満 Ｄ ０

６０点未満 Ｅ ０

等級

区分

総 合 数 値

Ａ Ｂ Ｃ

土 木 ８５０点以上
７００点～

８５０点未満
７００点未満

建 築 ８００点以上 ８００点未満

電 気 ７５０点以上 ７５０点未満

管 ７５０点以上 ７５０点未満

舗 装 ７５０点以上 ７５０点未満

造 園 ６５０点以上 ６５０点未満

水道施設 ７００点以上 ７００点未満
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別表４（第６条関係）

№ 業者区分 太田市競争入札参加資格者のうち

１ 市内業者 市内に本店を有する者（個人事業主を含む。）

２ 県内市内業者
県内に本店を有する者のうち、入札契約等の権限を委任された支店・

営業所等の営業拠点を市内に有する者

３ 県外市内業者
県外に本店を有する者のうち、入札契約等の権限を委任された支店・

営業所等の営業拠点を市内に有する者

４ 県内業者
県内に本店を有する者（個人事業主を含む。ただし、区分No１及びNo

２に該当する者を除く。）

５ 県外県内業者

県外に本店を有する者のうち、入札契約等の権限を委任された支店・

営業所等の営業拠点を県内に有する者（区分 No３に該当する者を除

く。）

６ 県外業者
県外に本店を有する者（個人事業主を含む。ただし、区分No３及びNo

５に該当する者を除く。）


